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子供と女性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進について（ 通達）

子供と女性を性犯罪等の被害から守るための取組については、 「 子供と女性を性犯罪等

の被害から守るための取組の推進について」 （ 令和５年８月25日付け警察本部長通達。以
下「 旧通達」 と いう 。 ） 等により推進していると ころ、令和８年２月16日から広島県警察
における警察共通基盤システムによる相談業務・ 人身安全関連事案等システム内の脅威事

犯情報管理業務が本格運用されること に伴い、旧通達を改正し、令和８年２月16日から実
施すること と したので、引き続き、子供と女性を性犯罪等の被害から守るための取組を強

力に推進されたい。

なお、旧通達は令和８年２月16日をもっ て廃止する。

１ 子供と女性を性犯罪等の被害から守るための体制の確保等

子供や女性を対象と する性犯罪等（ 子供の生命又は身体を害する犯罪及び女性に対

する性的犯罪（ 犯罪手口資料取扱規則（ 昭和57年国家公安委員会規則第１号） 第３条
第８号に規定する性的犯罪をいう 。 ） をいう 。以下同じ。 ） については、 子供が被害

に遭う 凶悪事件が後を絶たないほか、依然と して、性犯罪目的から女性が殺害される

事件等が発生している。 この種犯罪は、被害者等の心身に深い傷を残す卑劣な犯行で

あり 、 また、地域住民のみならず社会全体に大きな衝撃を与え、治安に対する著しい

不安感を生じさせている。

子供や女性を対象と する性犯罪等が被害者等の心身に与える影響の重大性等に鑑み

ると 、 その前兆と みられる声掛け、 つきまと い等が発生した段階で、行為者を特定

し、検挙又は指導・ 警告措置を講じる活動（ 以下「 先制・ 予防的活動」 と いう 。 ） に

より 、性犯罪等の未然防止を図ること が特に重要である。

本県警察では、先制・ 予防的活動を専門的かつ継続的に行う ための専従の子供女性

安全安心対策室（ 以下「 対策室」 と いう 。 ） を設置して、 その活動を推進していると

ころである。

各所属においては、先制・ 予防的活動の重要性を再認識すると と もに、同活動を迅

速かつ継続的に行う こと ができるよう 、対策室の必要な体制の確保等に努めること 。




